
 

 

 

2017年 1月 18日 

「資金運用プラン」円定期預金の適用金利改定のお知らせ 

いつもりそな銀行をご利用いただきまして、ありがとうございます。 

このたび「資金運用プラン」について、円定期預金の適用金利を改定いたします。本件に関しましてご不

明な点等ございましたら、りそな銀行窓口までお問合せください。 

１．取扱開始日   ：2017年 2月 1日（水） 

２．主な変更内容： 
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３．その他   ：「資金運用プラン」の商品内容・取扱条件等については、店頭のチラシや、ホームペ

ージにてご確認いただきます様お願いいたします。 

 
【「資金運用プラン」に関するご注意事項】 
○「資金運用プラン」は、定期預金と投資信託を組合せて同時にお申込みいただいた場合に、初回お預入時の円定期預金（3ヵ月もの）に

特別金利を適用します。個人のお客さまが対象となります。○お申込金額は総額 50万円相当額以上となります。ただし、投資信託はお申

込相当額の 50%以上、円定期預金部分はお申込総額の 50%以下とします。○投資信託、円定期預金ともに店頭およびコミュニケーションダ

イヤル（テレフォンバンキング）でのお取扱いのみ対象となります。Webコミュニケーションサービス「マイゲート」および ATMからのお

申込みは対象外です。○投資信託購入額が 1億円相当額以上の場合、本プランでのお取扱いができません。 

〈円定期預金について>○金利環境の変化等により事前の予告なく適用する金利を変更する場合や、お取扱いを取り止めることがありま

す。○お預入れいただくの定期預金は期間 3ヵ月の「スーパー定期」「スーパー定期 300」(自動継続扱いのみ)または、「自由金利型定期預

金」(自動継続扱いまたは非自動継続扱い)とします。自動解約入金のお取扱いはできません。○お預入れいただく定期預金の特別金利は初

回預入時のみの適用となります。自動継続後の適用金利は満期日当日の 3ヵ月ものの店頭表示金利を適用します。○非自動継続扱いの満期

日以降のお利息は、解約または満期日における普通預金利率により計算します(特別金利は適用されません)。○定期預金を中途解約された

場合、特別金利は適用されず、当社所定の期限前解約利率により計算し、お支払します。○詳細については店頭にご用意しております説明

書等をご覧ください。 

●商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第 3号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

・基本コース：特別金利（3ヵ月もの）年 1.5%（税引後年 1.195%）→年 1.2%（税引後年 0.956%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    
※1金利環境の変化等により事前の予告なく適用する金利を変更する場合やお取扱いを取り止めることがあります。 
※2お利息には 20.315%（所得税および復興特別所得税・住民税）の源泉分離課税が適用されます。 
※3特別金利は当初 3ヵ月のみ適用となります。継続後は満期日当日の 3ヵ月ものの店頭表示金利が適用となります。 
※4 最新の金利は、店頭もしくは当社ホームページでご確認ください。 

 

・特別金利の対象条件に変更はありません。 

【変更前】

コース 預入期間 特別金利

新規コース 3ヵ月
年5.5%

(税引後 年4.382%)

基本コース 3ヵ月
年1.5%

(税引後 年1.195%)

【変更後】

コース 預入期間 特別金利(※3)

新規コース 3ヵ月
年5.5%

(税引後 年4.382%)

基本コース 3ヵ月
年1.2%

(税引後年0.956%)
上記以外の方

ご利用いただける方

当社で初めて投資信託口座を開設して1年以内の方

2017年2月1日以降

ご利用いただける方

当社で初めて投資信託口座を開設して1年以内の方

上記以外の方

2017年 1月 18日 現在 


